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経済財政運営と改革の基本方針2024（抄） 令和６年６月21日閣議決定

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現

３．投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応

（医療・介護・こどもＤＸ）

医療・介護の担い手を確保し、より質の高い効率的な医療・介護を提供する体制を構築するとともに、医療データを活

用し、医療のイノベーションを促進するため、必要な支援を行いつつ、政府を挙げて医療・介護ＤＸを確実かつ着実に

推進する。このため、マイナ保険証の利用の促進を図るとともに現行の健康保険証について2024年12月２日からの発

行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する。「医療ＤＸの推進に関する工程表」に基づき、「全国医療

情報プラットフォーム」を構築するほか、電子カルテの導入や電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定ＤＸ、ＰＨＲの

整備・普及を強力に進める。調剤録等の薬局情報のＤＸ・標準化の検討を進める。また、次の感染症危機に備え、予防

接種事務のデジタル化による効率化を図るとともに、ワクチン副反応疑い報告の電子報告を促し、予防接種データベー

スを整備する等、更なるデジタル化を進める。当該プラットフォームで共有される情報を新しい医療技術の開発や創薬

等のために二次利用する環境整備、医療介護の公的データベースのデータ利活用を促進するとともに、研究者、企業等

が質の高いデータを安全かつ効率的に利活用できる基盤を構築する。医療ＤＸに関連するシステム開発、運用主体とし

て、社会保険診療報酬支払基金について、国が責任を持ってガバナンスを発揮できる仕組みを確保するとともに、情報

通信技術の進歩に応じて、迅速かつ柔軟な意思決定が可能となる組織へと抜本的に改組し、必要な体制整備や医療費適

正化の取組強化を図るほか、医療・介護ＤＸを推進し、医療の効果的・効率的な提供を進めるための必要な法整備を行

う。また、ＡＩホスピタルの社会実装を推進するとともに、医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策を着実に実

施する。電子処方箋について、更なる全国的な普及拡大を図る。あわせて、子育て支援分野においても、保育業務や保

活、母子保健等におけるこども政策ＤＸを推進する。また、これらのＤＸの推進については、施策の実態に関するデー

タを把握し、その効果測定を推進する。
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医療・介護DXの更なる推進

活力ある健康活躍社会を築く上で、デジタル化とデータサイエンスを前提とする医療・介護DXの推進は、国民一人ひとりの
健康・生命を守り、今後の医療等の進歩のための基盤となるもの。より質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を構築
するとともに、医療分野のイノベーションを促進し、その成果を国民に還元していく環境整備を進めていく。

医療・介護等の公的DBの利用促進（仮名化情報の利用・提供、電子カルテ情報共有サービスで収集するカルテ情報の二次利用等）
公的DB等を一元的かつ安全に利活用できるクラウド環境の情報連携基盤の構築、利用手続のワンストップ化
検査や薬剤等に関するコードの標準化・質の高い医療データを整備、維持・管理するための取組推進

社会保険診療報酬支払基金を、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体（「医療DX推進機構（仮称）」）として、抜本的に改組
国が医療DXの総合的な方針を示し、支払基金が中期的な計画を策定。保険者に加え、国・地方が参画し、運営する組織。情報技術の
進歩に応じた迅速・柔軟な意思決定、DXに精通した専門家が意思決定に参画する体制に改組

国が先頭に立って、あらゆる手段を通じてマイナ保険証の利用を促進
生成AI等の医療分野への活用

電子カルテ情報共有サービスの構築・普及（大病院における電子カルテ情報の標準化の加速化、診療所への標準型電子カルテの導入
促進、必要な支援策の検討）、電子処方箋の普及促進
次の感染症危機に備え、電子カルテ情報と発生届との連携や臨床研究における電子カルテ情報との連携促進、JIHS（国立健康危機管理研究機構）への情報集約
診療報酬改定DX、介護情報基盤の構築、PMH（公費負担医療等の情報連携基盤）の推進

本年12月にマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行を控える中で、医療DXの基盤であるマイナ保険証の利用促進を図りつつ、
「医療DXの推進に関する工程表」に基づき、各取組をより実効的かつ一体的に進める。また、速やかに関係法令の整備を行う。

全国医療情報プラットフォームの構築等

医療等情報の二次利用の推進

医療DXの実施主体

マイナ保険証の利用促進、生成AI等の医療分野への活用

近未来健康活躍社会戦略（2024年８月30日）＜一部抜粋＞
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医療・介護関係のDB等の利活用促進の方向性（イメージ）
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審査委員会

データ提供可否の審査

データ利用者

利用可能な
データ一覧
の公表

必要なデータ
を探索

利用申請

データ提供※

※Visiting解析環境での利用含む

申請受付窓口

③利活用可能なデータ
の可視化

②データ利用手続の
一元化

①匿名化及び仮名化
でデータ提供

各DBへの個別の利用
申請・データ提供

etc.

介護DBNDB 障害福祉DBDPCDB iDB（感染症DB）予防接種DB 小慢DB 電カルDB（仮称） 次世代DBがんDB

情報連携基盤

厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベース等について、仮名化情報の提供を可能とするとともに、利用申請の

一元的な受付、二次利用可能な各種DBを可視化した上で研究者や企業等がリモートアクセスして、各種DBのデータを安全

かつ効率的に利用・解析できるクラウドの情報連携基盤を整備する方向で検討中。

難病DB

申請に応じたデータ抽出



障害福祉等関連情報の仮名化情報に関する考え方（イメージ）
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仮名化情報では、匿名化情報と同様に、氏名など単体で特定の個人を識別できる情報の削除は必要であるが、匿名化情報と

は異なり、特異な値や記述の削除及び改変が基本的に不要となる。

生年月性別氏名

1995/7女厚労花子

障害者情報
（元データ）
障害者情報
（元データ）

仮名化情報仮名化情報

匿名化情報匿名化情報

申請毎に異なった値に加工

再申請しても同じ値に加工

25～29歳女ts65bbkasfft…fu

1995/7女dsg31vfuwacq…x6

年齢階級に変換

削除・改変は基本的に不要（※）

（※）ただし、当該情報の中で単
体又は組合せにより特定の個人を
識別することができる記述について
は削除が必要。

○ 各データ項目の加工基準等については、今後の検討を踏まえて具体的な方針を決定する。

○ 各利用者の申請に応じて提供するデータの内容については、個別審査により、障害者・児の差別や偏見を回避する等の観点から

判断を行う。

具体的な加工基準は今後検討
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仮名化情報の利用・提供を行うメリットについて

２．特異な値や記述の削除・改変が不要

○ 仮名化情報は、匿名化情報と異なり、特異な値や記述の削除・改変が不要である（仮名化情報であっても、氏名など単体で特定の
個人を識別できる情報は削除が必要。）。

○ 仮名化情報の利用・提供を創設することにより、保健医療データの利用・提供に当たって、例えば、
・身長・体重（２ｍ以上・150kg以上など）、年齢（100歳以上など）、検査値（血圧200以上など）など特異な値の改変が不要
・受診日や生年月日等の改変、地理的情報の削除・改変が不要
となり、データの有用性が高まる。

○ 匿名化情報は、元データに復元できない形で匿名化することが必要であり、同一対象群に関する追加データの取得・解析を行うこ
とができない。他方、仮名化情報は、匿名化情報と異なり、同一対象群に関する追加データの取得・解析が可能。

○ 仮名化情報の利用・提供を創設することにより、仮名化情報に相応しい保護を図りながら、同一対象群に関する追加データの利
用・分析が可能となる。

１．同一対象群に関する追加データの取得・解析が可能

○ 次世代医療基盤法の改正により、仮名加工医療情報の第三者提供の枠組みが創設されたところであり、また、今般、公的データ
ベースも次々と整備が進んでおり、仮名化情報の利用・提供を求める声が大きい。

○ 公的データベースに関して仮名化情報の利用・提供を創設することで、例えば次世代医療基盤法の仮名加工医療情報と臨床情報等
を含む仮名化情報を連結して利用することが可能となり、医療分野における研究利用の有用性が高まる。

３．他の仮名化情報との連結解析が可能

第３回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ（2024年２月15日）

資料２－１＜一部抜粋＞



障害福祉等関連情報の仮名化情報の活用例（ユースケース）
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障害福祉サービスデータベースの仮名化情報では、匿名化情報と異なり、同一個人を将来に向かってより長期の時系列で追

えるようになること、また診断名、検査結果、治療内容、転帰等の詳細な臨床情報を含む電子カルテ情報（３文書６情報

（※））との連結が可能となることから、以下のような分析が行えるようになると考えられる。

• 同一対象群の障害者又は障害児が利用している障害福祉サービス及び障害児支援サービスの種類並びにそ

れらに係る費用額の経時的変化。（年齢が上がるにつれて、どのようなサービスの需要が高まり、また

サービスに係る費用額はどのように推移する傾向にあるのか。）

• （NDBとの連結を想定）同一対象群の精神障害者に対して提供されている医療サービスによる、自立訓練、

就労系サービスの内容の変化。（医療サービスにより、利用するサービスの種類等に変化が生じたの

か。）

• （介護DBとの連結を想定）現在障害福祉サービスのみを利用している者が、将来的に介護保険サービス

に移行した際の、サービスの内容の変化。（介護保険サービスに移行したことにより、利用するサービス

の種類等に変化が生じたのか。）

将来に向かってより長期の時系列で個人を追える観点

• 障害福祉サービス及び障害児支援サービスを利用している障害者または障害児の障害の程度に基づいた、

臨床実態の把握。（障害の程度に応じた医療資源の投入がなされているのか。）

電子カルテ情報との連結の観点

（※）３文書６情報の具体的な内容は、以下のとおり。
・３文書＝診療情報提供書、退院時サマリ、健診結果報告書
・６情報＝５情報（傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症、検査）＋処方情報



データベースの管理や保護措置等に関する対応
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障害福祉サービスデータベースにおける仮名化情報の第三者提供にあたっては、他データベースで検討している対応と同様、以下の必要な保護
措置等を講じることにより、本人の権利利益を適切に保護する仕組みを構築することとしたい。

【データベースの管理】
• データ格納時に、それだけで本人の特定が可能となる氏名等の情報を削除するなどの措置を講ずる。
• 個人情報保護法上、個人情報の保有主体である「行政機関の長等」に求められる水準と同等の安全管理、不適正利用の禁止、職員の義務等

の措置を講ずる。

【利用の場面・目的】
• 現在の匿名化情報について定めている基準と同等の「相当の公益性がある場合」に利用・提供を認めることとする。
• 利用可能な場面を「仮名化情報が必要と認められる場合」に限定する。
• 仮名化情報の利用目的・内容に応じて利用の必要性・リスクに関する審査を行う。

【利用者の保護措置・利用環境】
• Visiting解析環境での利用を基本とし、ログの活用等により利用者のデータの利用状況を日常的に監視・監督を行う。仮名化情報の記憶媒

体を介した提供を可能とするかどうかについては、その必要性や要件を引き続き検討する。
• 匿名化情報と同様に、照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則等を求める。
• 厚生労働大臣による利用者に対する措置要求の義務（※）や、利用者に対する従業者の監督の義務、罰則等を上乗せで設ける。

（※）個人情報保護法第70条においては、行政機関の長等は、利用目的のために保有個人情報を提供する場合等において、必要があると認めるときは、
その利用者に対して利用目的や方法の制限等の必要な制限を付し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとされて
いる。

データベースの管理や保護措置等に関する具体的な対応について

これに加え、障害福祉サービスデータベースでは、他データベースと比べ件数も少なく、公表物の内容次第では、差別や偏見につながる恐
れがあることから、個別審査をより丁寧に行う旨を記載したガイドライン等、また公表前審査においても、匿名化の審査基準を参考にしつ
つ、公表データの内容に加えて利用者の体制等も含め、個人の特定につながらないよう十分に配慮した審査基準を、今後検討していくこと
とする。



（参考）厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のDB等について

8

PMDAが
運営するDB認定DB国が保有するデータベース保有する

データの
区分 匿名DB顕名DB顕名データベース（特定の個人の識別が可能なデータベース）匿名データベース（特定の個人の識別ができないデータベース）

MID-NET
（平成23年～）

次世代医療基盤法
の認定事業者
（平成30年施行）

iDB
（感染症DB ）
(令和６年度～) 

小慢ＤＢ
（小児慢性特定疾病児
童等データベース）
（平成29年度～）

難病ＤＢ
（指定難病患者データ

ベース）
（平成29年～）

全国がん登録ＤＢ
（全国がん登録データ

ベース）
（平成28年～）

障害福祉DB
(障害福祉サービス
データベース)

(令和５年度～)

予防接種DB
（予防接種データ

ベース）
(構築中)

ＤＰＣＤＢ
（匿名診療等関連情報

データベース）
（平成29年度～）

介護ＤＢ
（介護保険総合データ

ベース）
（平成25年～）

ＮＤＢ
（匿名医療保険等関連
情報データベース）
（平成21年度～）

データ
ベース
の名称

電子カルテ、
レセプト、DPCデータ

医療機関の診療情
報 等

発生届情報等 医療意見書臨床調査個人票
がんの罹患等に関す
る情報、死亡者情報
票

給付費等明細書情
報、障害支援区分
認定情報

予防接種記録、 副
反応疑い報告DPCデータ

介護レセプト、
要介護認定情報、
LIFE情報

レセプト、
特定健診、
死亡情報（R6~）

元データ

処方・注射情報、
検査情報 等

カルテやレセプト等に
記載の医療機関が
保有する医療情報

感染症の名称・症状、
診断方法、初診年月
日・診断年月日、発
病推定年月日等 

告示病名、発症年
齢、各種検査値 等

告示病名、生活状
況、各種検査値 等

がんの罹患、
診療内容、転帰 等

障害の種類、障害の
程度 等

ワクチン情報、
接種場所、副反応の
症状 等

傷病名・病態等、
施設情報 等

介護サービスの種類、
要介護認定区分、
ADL情報等

傷病名（レセプト
病名）、投薬、
健診結果 等

主な
情報項目

PMDA・
協力医療機関

認定事業者
（主務大臣認定）

国 
（厚労大臣） 

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）保有主体

無
無

※一定の要件を満たすオプト
アウトが必要

無 有有

無
※データ取得時には不要だが、
研究者等へ顕名データを提
供するにあたっては、患者が
生存している場合には、あら
かじめ同意取得が必要

無無無無無
データ
取得時の
本人同意
の取得

匿名データ
（平成30年度～）

・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
（平成30年5月～）

仮名データ
（令和6年4月～）

・大学等の研究機関
・民間事業者等
・地方公共団体 等
※仮名データについては国による
認定を受けることが必要

匿名データ 
(令和6年4月～) 
 
・国の他の行政機関 
・地方公共団体 
・大学等の研究機関 
・民間事業者等 

匿名データ
(令和6年4月～)

※令和6年4月以降
・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
(令和6年4月～)

※令和6年4月以降
・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

顕名データ
匿名データ

（平成30年度～）
・国の他の行政機関・独法
（国又は独法から委託された者
や・国又は独法との共同研究
者を含む。）

・地方公共団体
・研究者、民間事業者

匿名データ
(令和７年12月～)

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
(実施時期未定)

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
（平成29年度～）

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
（平成30年度～）

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
（平成25年度～）

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

第三者
提供する
データ
・

提供先

MID-NET有識者
会議

認定事業者の設置する審
査委員会

厚生科学審議会
（令和６年４月～） 

社会保障審議会
（令和６年４月～）

厚生科学審議会
（令和６年４月～）

厚生科学審議会がん登録
部会・全国がん登録情報
の利用と提供に関する審
査委員会
国立がん研究センターの合
議制の機関
各都道府県の審議会等

未定未定
社会保障審議会（医療
保険部会 匿名医療情報
等の提供に関する専門委
員会）

社会保障審議会（介護
保険部会匿名介護情報
等の提供に関する専門委
員会）

社会保障審議会（医療
保険部会 匿名医療情報
等の提供に関する専門委
員会）

提供時の
意見聴取

ー
・NDB
・DPCDB
・介護DB

・NDB 
・DPCDB 
・介護DB 

・難病DB・小慢DBー未定未定
・NDB
・介護DB
・次世代DB
・感染症DB

・NDB
・DPCDB
・次世代DB
・感染症DB

・介護DB
・DPCDB
・次世代DB
・感染症DB

連結解析

上記の他、民間事業者が保有するDBとして、例えば、以下のものが挙げられる。 〔企業名（DB名）〕
●メディカル・データ・ビジョン株式会社（EBM Provider） ／ ●リアルワールドデータ株式会社（HCEI / RWDデータベース）
●日本医療データセンター（JMDC医療機関データベース） ／ ●4DIN（4DIN Research Network） ／ ●一般社団法人National Clinical Database（NCD） 等
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PMDAが
運営するDB認定DB国が保有するデータベース保有するデータ

の区分 匿名DB顕名DB顕名データベース匿名データベース

MID-NET
（平成23年～）

次世代医療基盤法
の認定事業者
（平成30年施行）

iDB
（感染症DB ）
(令和６年度～) 

小慢ＤＢ
（小児慢性特定疾病
児童等データベース）
（平成29年度～）

難病ＤＢ
（指定難病患者データ

ベース）
（平成29年～）

全国がん登録ＤＢ
（全国がん登録データ

ベース）
（平成28年～）

障害福祉DB
(障害福祉サービス
データベース)

(令和５年度～)

予防接種DB
（予防接種データ

ベース）
(構築中)

ＤＰＣＤＢ
（匿名診療等関連情
報データベース）
（平成29年度～）

介護ＤＢ
（介護保険総合データ

ベース）
（平成25年～）

ＮＤＢ
（匿名医療保険等関
連情報データベース）
（平成21年度～）

データベース
の名称

医薬品等の市販後
安全対策に資する
ため

健康・医療に関する先
端的研究開発・ 新
産業創出を促進し、
健康長寿社会の形成
に資するため

国民保健の向上
に資するため 

小児慢性特定疾
病に関する調査・
研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため

難病に関する調
査・研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため

国等のがん対策の
企画立案・実施に
必要ながんに係る
調査研究のため
・がん医療の質の向
上等に資するため

障害者等の福祉の
増進に資するため

国民保健の向上に
資するため

国民保健の向上に
資するため

介護保険事業計
画等の作成・実施
等及び国民の健康
の保持増進並びに
その有する能力の
維持向上に資する
ため

国民保健の向上に
資するため利用・提供の目的

有有有 有有
有

（安全管理、利用者
の義務、報告徴収、
勧告及び命令）

有有有有有

管理・保護
のための措置

（詳細は次ページ）
・照合禁止
・不要時の即時消去
・安全管理（毀損、漏洩等

の防止）
・利用者の義務（秘密保持、

不当利用の禁止）
・立入検査
・是正命令

ーー

民間事業者
（DB保守運用、
工程管理支援）
へ委託予定 

国立成育医療研究セ
ンター
民間事業者（DB保
守・運用・工程管理
等）

国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研
究所
民間事業者（DB保
守・運用・工程管理
等）

国立がん研究セン
ター
※厚労大臣の権限
及び事務の委任

民間事業者（DB
保守・運用・工程管
理等）
国保中央会

未定民間事業者（DB
運用等）

民間事業者（DB
保守・運用・工程管
理等）
国保中央会

支払基金委託等

有有有 有有有有有有有有手数料

有
（利用者の義務等に違反、

秘密の漏洩等）

有
（秘密の漏洩、不正利用

等）

有 
（利用者の義務等に違反、 

立入検査の拒否等） 

有
（利用者の義務等に違反、

立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、

立入検査の拒否等）

有
（秘密の漏洩、不正利用

等）

有
（利用者の義務等に違反、

立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、

立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、

立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、

立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、

立入検査の拒否等）

罰則等
（詳細は次ページ）

・PMDA法
§15

・次世代医療基盤法・感染症法 
§56の41 
～§56の49 
 
※令和６年４月
から施行 

・児童福祉法
§21の４の２
～§21の４の10

※令和６年４月か
ら施行

・難病法

§27の２
～§27の10

※令和６年４月か
ら施行

・がん登録推進法
（§２Ⅳ、§44、
45を除く。）

・障害者総合支援
法
§89の２の３
～§89の２の11

・児童福祉法
§33の23の２
～§33の23の11

※令和５年４月か
ら施行

・予防接種法
§24～§32

※施行日は未定

・健保法
§150の2
～§150の10

・介護保険法
§118の２
～§118の11、197

・高確法
§16
～§17の2

根拠法


